
〈質問に対する回答〉

No. 質　問 回　答

1

２　契約の概要
（４）提案限度額

下記について提案限度額である初期費用（調達・環境構築業務）に係るものとして
【FMCサービス構築に携わるSE稼働費用】も初期費用での一括支払いとする必要がご
ざいますでしょうか?
FMCサービス提供に係る費用として、月額費用での計上は可能でしょうか?

【FMCサービス構築に携わるSE稼働費用】が、サービスの導入にかかるものであ
れば、初期費用での一括支払い、とします。
月額にかかる費用であれば、月額費用として計上してください。

2
５　契約候補者選定スケジュール
２電波対策の確認

12月上旬の調査は可能か。 可能ですが、スケジュール見直すことはありません。

3

７　プロポーザルへの参加申込
（２）同種業務実績表

＜同種業務実績表について＞
他施設の導入実績・契約金額等を記入する際、他施設の了承を得るのに時間を要
する。
「〇〇県の民間（又は公立）病院」という記載でもよいか。

契約者を特定できないような記載でも構いません。
契約書の写し等については、契約者を特定できないよう、記載箇所をマスキング
しても構いません。
実績表には、必要事項を記載できない旨（理由等）を欄外に記載してご提出
ください。

4

９ 企画提案書等の提出
（３）その他、注意事項
①企画提案書は工程表、実施体制調書、見積書(初期費
用)、見積書(月額費用)を除き10 ページ以内で作成すること。

企画提案書には表紙は10ページに含まれるのでしょうか。 表紙、目次もページ数に含まれますが、表紙、目次の提出は必須ではありませ
ん。

5

参加要領
11 選考
（３）選考会（プレゼンテーション）
プレゼンテーションの際には、自社名を明かしてはならない。

企画提案書にも自社名を記載してはならないとのことでしょうか。
また、社名を明かさずプレゼンテーションを行う目的・意図につきましてご教示いただけな
いでしょうか。

お見込みのとおり、企画提案書にも自社名を記載しないでください。
目的・意図については、参加企業名による選定委員の先入観や予備知識を排
除し提案のみによる評価を行うためです。

6

参加要領 P7 別添 評価項目 　(8) 仕様書以外に、当院にとって有効な活用方法
         アプリケーションなどの提案がされているか。  「有効な活用方法やアプリケーショ
ンなどの提案」とありますが、　アプリケーションは 提案限度額の範囲で行う前提でござい
ますでしょうか?
　通常アプリケーションは月額料金が発生しますが、想定する限度額をご提示をお願い
致します。

アプリケーションの利用にあたり、「初期費用」に係る場合は、提案限度額に含ま
れます。
アプリケーションの月額料金については、限度額はありません。

7
前提条件
（４）構築するサービス環境は、利用開始から３年以上のサー
ビス提供をできることとする。

3年以上とありますが、5年契約を前提とした契約は可能でしょうか。
また、№12にも付随しますが、レンタルでの契約は許容されますでしょうか。

レンタルの契約は許容できません。本件は、「端末のレンタル」ではなく、「端末の
購入」を実施するものです。
現時点では、「３年以上のサービス提供」以外の条件はありません。

8

６ 調達サービスの詳細
（７）スマートフォンの初期設定及び導入後のモバイルデバイス
管理
③ＭＤＭ環境の構築
・スマートフォンの機能について、制限の設定を可能とすること。
（利用アプリケーション制限、通信制限、パスコード、カメラ、初期
化、スクリーンキャプチャ制限等）

通信制限について、具体的にはどのような制限を想定されておりますか。 「カテゴリ毎の制限等」を想定しております。

沼津市立病院スマートフォン導入及びＦＭＣサービス環境構築業務委託契約候補者選定に係るプロポーザル
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No. 質　問 回　答分類・項目

9

６ 調達サービスの詳細
（７）スマートフォンの初期設定及び導入後のモバイルデバイス
管理
③ＭＤＭ環境の構築
・予め管理サイトで設定された内容に則ったウェブアクセス制限を
適用できるサービスを有すること。（オプション含む）

ウェブアクセス制限について、具体的にどのような制限を想定されておりますか。
（例:リストによるURLの制限、カテゴリ毎の制限等）

「カテゴリ毎の制限等」を想定しております。

10

６ 調達サービスの詳細
（７）スマートフォンの初期設定及び導入後のモバイルデバイス
管理
③ＭＤＭ環境の構築
・発信先制限の機能を有すること。

「発信先制限」とは「発信先を限定的にする」との意味でしょうか。
もしくは「発信方法を制限する」という意味でしょうか。

「発信先を限定的にする」ことを想定しております。

11

６ 調達サービスの詳細
（７）スマートフォンの初期設定及び導入後のモバイルデバイス
管理
③ＭＤＭ環境の構築
・発信先制限の機能を有すること。

№10に付随し、「発信方法を制限する」ということであればスマートフォンからの発信
（内線通話・外線通話）のことを指しておりますでしょうか。
また、上記であった場合、MDMでの制限はできかねますが、FMCサービスおよびクラウド
電話帳サービスにて発信方法を制限する機能がございます。
そちらを代替機能として許容いただけますでしょうか。

「発信方法を制限する」ことではなく、「発信先を限定的にする」ことを想定してお
ります。

12

６ 調達サービスの詳細
（８）故障紛失
・スマートフォン故障時、無償で修理すること。ただし、当院の使
用者の故意又は明らかな過失が原因であるときはこの限りではな
い。

こちらはレンタルサービスのみスマートフォン故障時に無償での修理となります。
本業務について、端末のレンタル契約は許容されますでしょうか。
レンタル契約の場合、端末本体代金は利用月数に応じて月額費用にて分割して請求
となります。

本件は、「端末のレンタル」ではなく、「端末の購入」ですので、端末のレンタル契
約では要件を満たしません。
月々の補償サービスに加入し、「故障時に追加の費用が生じない。」ことを想定
しています。(※ただし、当院の使用者の故意又は明らかな過失が原因であると
きはこの限りではない。)

13

P6 (2)スマートフォン
　(8) 故障紛失　スマートフォン故障時、無償で修理すること。
　　  ただし、当院の使用者の故意又は明らかな過失が原因であ
るときはこの限りではない。

故障交換が要件となっていますが、レンタルサービスで提供する事で不都合がございます
でしょうか?

本件は、「端末のレンタル」ではなく、「端末の購入」ですので、端末のレンタル契
約では要件を満たしません。
月々の補償サービスに加入し、「故障時に追加の費用が生じない。」ことを想定
しています。(※ただし、当院の使用者の故意又は明らかな過失が原因であると
きはこの限りではない。)
そのため、故障対応時の一時的なレンタルサービスにあたり、追加で費用が生じ
ない、ということであれば問題ありません。

14

P1 (5) 前提条件
   (3) 構築するサービスの月々の利用料は、
　　　月額費用として請求する。
 P7 (10).支払い条件
   (2) 回線使用、FMCサービス提供に係るもの(月額費用)
　　①利用実績に基づき月額支払いとする。
　　②月々の請求は一括とする。

当該月額費用の想定する限度額はありますでしょうか?
また、月額費用がライフサイクルコストとして評価の対象となっていませんが、プロポーザル
の選定においてどの様に評価されますでしょうか?

「月額費用の想定する限度額」は、ありません。
評価については、「参加要領　　別表　評価項目　８独自提案」において、金額
の多寡にかかわらず、金額に見合う提案か、を評価します。

15
ー 本業務につきまして、業務委託契約および回線契約のご名義は「沼津市」様、「沼津

市立病院」様のどちらになりますでしょうか。
「沼津市」です。
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